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ソフトウェア取引等収益検討専門委員会 検討スケジュール（案） 

 
 
回 次 開 催 予 定 検 討 項 目 

第 1回 平成 17年 11月 9日（水） 

・ 委員会での審議内容 

・ 検討スケジュール 

・ 情報サービス産業の収益検討WGの検討状況 

・ 実務対応報告の構成（案） 

・ 米国基準（SOP97－2）の概要 

・ 個別論点の検討（WGでの議論を踏まえて） 

① ソフトウェア取引等の範囲（【論点1】） 

② ソフトウェア取引の収益認識基準（【論点2】） 

③ 分割検収、瑕疵補修（【論点3】） 

第 2回 平成17年11月21日（月） 

・ 第 1回論点の再検討 
・ 個別論点の検討（WGでの議論を踏まえて） 

① 複合取引（【論点4】） 

② 収益の総額・純額表示（【論点5】） 

第 3回 平成 17年 12月 6日（火） 
・ 第 2回論点の再検討 
・ 実務対応報告（案）のイメージ 

第 4回 平成17年12月16日（金） 
・ 第 3回論点の再検討 
・ 実務対応報告（案）の検討 

委員会 
（第 95回） 

平成17年12月20日（火） ・ 専門委員会での検討状況の審議 

 

※最終公表物の形態とスケジュール案 

・ 平成18年1月中 「実務対応報告（案）」を公表 

・ 平成18年3月頃 「実務対応報告」を公表 

 

平成18年4月以後開始する事業年度から適用（早

期適用あり）を想定。 
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